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　先月、毎日放送でやっていた「報道特集」（「ホームスクールは不登校を救えるか」といったテーマ）で、へーっと思ったことがありました。

　番組の流れとしては、まず、今年発足した「日本ホームスクール支援協会」ができた経緯。不登校生を対象とした、あるインターネット高校の入学希望者が定員を大きく割り、（100人募集に対して13人）ということで経営陣は頭を抱える。そこで安定経営のための起爆剤として、日本でもアメリカを真似た支援協会を作り、将来のお客になる小中学校生にも「ホームスクール」を定着させようと考え「支援協会」を立ち上げるに至った、というようなとらえ方でした。

　私がへ－っと思ったのは説明の課程で出てきた日本の「就学義務」規定の変遷です。私は知らなかったのですが、「就学義務」の規定は昔は柔軟だったというのです。

明治12年の教育令では「学校以外に教育を受ける道があれば就学とみなす」と書かれており、また、明治33年から昭和16年の小学校令36条にも「家庭またはその他において教育ができる」とはっきり書かれていたそうです。こうした規定を削除したのが戦時下に出された昭和16年の国民学校令。これがそのまま戦後の学校教育法に引き継がれ、現在に至るということらしい。

　また、番組の中で、文部省の中学校課の課長さんは「学校のほかでも教育を与えていいんじゃないか」という質問に対して「親はこどもを学校にやる義務を法律上負っているから、今の法律の制度上は無理」と言っていました。

　また、ＨＳについては「学校に通わなくてもいいという制度を作れば、＝ＨＳではない。学校教育を代替する同じものだっていうことをもう一回認定しなきゃいけない、というような行為が必要になってくる」という見解でした。

　やっぱり当面は、法的に認めてもらわないままの今のようなうやむや状態がいいのかもしれません。

